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第７節 実施体制の整備 

１．相談体制の整備 

空き家の発生抑制と空家等対策の実施を目的に、空き家の所有者等や近隣住民から

の相談、また相続手続がわからない方や高齢者の単身世帯の方など、空き家の発生に

不安を感じている方からの相談など、空き家に関するさまざまな相談に対応できるよ

う、空き家に関する相談窓口での対応のほか、電話やメール等での対応を行います。 

加えて、相談内容に応じて庁内の担当部署を紹介するとともに、市民相談をはじめ、

相続問題などで所有者の特定が困難な場合など、専門家による対応が必要な場合は、

大阪府など関係行政機関や大阪司法書士会、全日本不動産協会、大阪府宅地建物取引

業協会と締結した協定を活用するほか、建築士会などとも連携を図り適切に対応しま

す。 

相談への対応については、摂津市空家等対策庁内調整会議のほか関係部局との情報

共有などを図ります。 

また、必要に応じて、空き家の活用や管理に取り組むＮＰＯ＊法人、社団法人等を

空家等管理活用支援法人に指定し連携を図ります。 

 
２．空家等対策の実施体制 

（１）空家等対策有識者懇談会 

空家等対策の取組みにあたっては、空家法第８条第１項を準用し、市民、学識経験

者や専門家等による「摂津市空家等対策有識者懇談会」を設置するとともに、本計画

の策定および変更ならびに空家等対策の実施に関する意見・助言等の聴取を行います。 

また、空家法第２２条第２項「勧告」以降の措置に関して意見・助言等の聴取を行

います。 

（２）空家等対策庁内調整会議 

空家等対策の実務的な取組みにあたっては、庁内関係各課で構成する「摂津市空家

等対策庁内調整会議」を設置するとともに、空家等対策の実施に関する対応、管理不

全空家等・特定空家等の判定、審査、法的措置など実務的な審議、連絡調整を行いま

す。 

なお、下部組織として、調査検討部会を置き、管理不全空家等・特定空家等の判定、

調査など、空家等対策に関する対応の連絡調整、さまざまな事例などの情報収集、調

査研究などを行います。 
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図 2-7-1 実施体制 

摂津市 

摂津市空家等対策庁内調整会議 

委員構成：７課 

政策推進課、固定資産税課、自治振興課、 

環境政策課、保健福祉課、消防本部予防課、建築課 

オブザーバー委員：15課 

 総務課、防災危機管理課、資産活用課、納税課、 

市民課、産業振興課、環境業務課、環境センター、 

高齢介護課、障害福祉課、料金課、下水道事業課、 

道路管理課、都市計画課、水みどり課 

摂津市空家等対策庁内調整会議 調査検討部会 

部会員構成：23課 

空家等対策庁内調整会議委員７課 

オブザーバー委員 15課 

教育委員会教育政策課 

・計画策定、変更 

・実施 

・情報共有 

摂津市空家等対策有識者懇談会 

委員構成： 

・市民 

・法務、不動産、建築、福祉等に関する識見を有するもの 

・警察署、消防署、生活環境部、建設部 

・連絡調整、情報収集、調査研究 
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３．計画の進行管理 

計画の進行管理には、マネジメントシステム＊の考え方に基づいて、ＰＤＣＡサイ

クル＊を用いて点検・評価を行っていきます。 

定期的な点検・評価にあたっては、摂津市空家等対策庁内調整会議において進捗状

況を把握・共有し、摂津市空家等対策有識者懇談会に適宜報告、意見等聴取を行いま

す。 

摂津市空家等対策庁内調整会議では、本市の空家等対策の実状など、国や大阪府の

動向などを踏まえ、適宜、点検・評価を行い、必要に応じて施策の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7-2 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

Ｐｌａｎ（計画） 

・空家等対策計画の策定 

・施策・事業の具体化 

 

摂津市空家等対策有識者懇談会の

意見等聴取 

Ｄｏ（実行） 

・施策・事業の実施 

 

庁内の各担当課で実施 

庁内調整会議で進行管理 

 

Ａｃｔｉｏｎ（見直し） 

・施策・事業の見直し 

・次期計画の見直し 

 

摂津市空家等対策有識者懇談会の

意見等聴取 

Ｃｈｅｃｋ（点検・評価） 

・施策の進捗状況の点検 

・施策、指標の評価 

・結果報告 

 

点検・評価を実施 

庁内調整会議で点検・評価 
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